
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇対象 

「横浜市都心臨海部再生マスタープラン（仮称）」 

※概要版（コピー）を添付しております。詳細版（本編）については、下記ホームページをご覧ください。 

都市整備局企画課ホームページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/kikaku/toshinmp/ 

〇募集期間 

平成 26 年８月５日（火）～平成 26 年９月５日（金）(当日消印有効) 

〇応募方法 

①概要版パンフレット付属のハガキ 

②電子メール：tb-toshinrinkaibu@city.yokohama.jp 

③ＦＡＸ:045-664-4539 

④郵送または持参:〒231‐0017 横浜市中区港町１－１ 都市整備局企画部企画課（市庁舎６階） 

〇概要版パンフレット配布場所（８月５日から以下の場所で配布します） 

都市整備局企画課（市庁舎６階）、市民情報センター（市庁舎１階）、区役所広報相談係、 

地区センター、図書館、行政サービスコーナー 等 

横浜駅周辺地区

みなとみらい２１地区

東神奈川臨海部周辺地区

関内・関外地区

山下ふ頭周辺地区

都心臨海部の５地区

 
お問合せ先 

都市整備局企画課長 大石 龍巳 Tel 045- 671-2005 

平成 26 年７月 28 日
都 市 整 備 局 企 画 課

横 浜 市 記 者 発 表 資 料

「横浜市都心臨海部再生マスタープラン（仮称）」について 

～皆様のご意見・アイディアをお寄せください～ 

人口減少・超高齢社会の到来、地球温暖化や災害に強いまちづくりへの対応など、本市を

取り巻く状況が大きく変化している中で、本市の更なる成長・発展を図っていくためには、

都心部の機能強化が必要不可欠です。 

このため、横浜駅周辺地区、みなとみらい２１地区、関内・関外地区の従来の横浜都心部

に、新たに東神奈川臨海部周辺地区、山下ふ頭周辺地区の２地区を加えた『横浜市都心臨海

部再生マスタープラン（仮称）』を策定します。 

プランをより良いものとするため、皆様のご意見・アイディアをお寄せください。 


